
No 該当資料 該当箇所 質問内容 回答

1 実施要領 ９（2）
提出資料②仕様書を踏まえた業
務内容提案書

フォントサイズの指定がございますか。また、カラー印刷でよろしい
でしょうか。

フォントサイズの指定はございません
が、10ポイント以上を目安に提案書の
作成をお願いします。また、印刷がカ
ラーか白黒かの指定はありません。

2 実施要領 ９（2）
提出資料②仕様書を踏まえた業
務内容提案書

用紙サイズは A4 とありますが、 A3 折 り 込 み は可能でしょう
か。可能な場合は 1 ページの計算でよろしいでしょうか。

用紙サイズはA4サイズで作成してくだ
さい。

3 実施要領 ９（2）
提出資料②仕様書を踏まえた業
務内容提案書

量は 20 ページ以内とありますが、表紙と目次は含まれるでしょう
か。

お見込みのとおりです。

4 実施要領 ９（2）
提出資料②仕様書を踏まえた業
務内容提案書

業務内容 提案書の末尾に含める、見積り金額(令和 9 年
(2027 年 )3 月 31 日までの経費の全て)及び見積り金額積算
根拠 は、弊社独自様式の見積とその内訳明細を添付することで
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5 実施要領 ９（2）
提出資料④様式4業務経歴書に
ついて

業務経歴書の注釈等に「令和２年度以降に、地方公共団体にお
いて環境基本計画に係る調査・計画策定及び地球温暖化対策地
域実行計画に係る調査・計画策定業務を受託し、完了した実績」
とありますが、令和６年度案件（本年３月末日完了等）を含めても
よろしいですか。

6 実施要領 ９（2）
提出資料④様式4業務経歴書に
ついて

令和６年度案件（本年３月末日完了等）で実質完了しているもの
の印刷等のみが次年度業務となっている案件があるのですが、こ
の案件も対象としてもよろしいですか。

7 実施要領 ９（2）
提出資料④様式4業務経歴書に
ついて

様式 4 につきましては、必要に応じて新たに行を追加しても問題
ないでしょうか。

記載欄を追加していただいて構いませ
ん。

8 実施要領 ９（2）
提出資料④様式4業務経歴書に
ついて

公募型プロポーザル実施要領様式4（業務経歴書）につきまし
て、当該様式に掲載する業鎌倉市環境基本計画等策定支援業務
委託務実績件数に上限はございますか。
合わせて、「令和２年度以降に、地方公共団体において環境基本
計画に係る調査・計画策定及び地球温暖化対策地域実行計画
に係る調査・計画策定業務を受託し、完了した実績がある場合
は、それを優先して記載」とございますが、環境基本計画や地球温
暖化対策実行計画以外の業務経歴に関しても業務内容次第で
は評価の対象になるとの認識で正しいでしょうか。

実績件数に上限はございません。ま
た、環境基本計画に係る調査・計画策
定及び地球温暖化対策地域実行計
画に係る調査・計画策定業務の実績
を優先しますが、それ以外の類似業務
も記載していただけます（評価の対象
となります）。

9 実施要領 ９（2）
提出資料⑤様式5-1実施体制
調書について

ページ下段の配置予定者、所在地等が記載された表について、
「配置予定者」の欄に記載すべき事項をご教示ください。また、実
施要領の事業者が特定できるような記述は行わない旨記載があ
りますが、所在地、電話番号、メールアドレスの記載はどのように対
応すればよろしいでしょうか。

本件業務に携わる主たる担当者名及
び関連情報を記載してください。
なお、様式設定で記入を求めている箇
所については、事業者名等を記載して
ください。

10 実施要領 ９（2）
提出資料⑦見積書について

令和7年度、8年度に分けず、業務一括で作成するという認識でよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

11 実施要領 ９（2）
提出資料⑦見積書について

様式をお示し頂くことは 可能 でしょうか。 任意様式で構いません。

12 実施要領 ９（2）
提出資料⑧その他について

法人登記履歴事項全部証明書につきましては、原本の提出でしょ
うか。また、写しの提出でも問題ないでしょうか。

２部のうち１部は原本での提出をお願
いします。

13 実施要領 ９（2）
提出資料⑧その他について

提出資料⑧その他として、部数は2部提出すればよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

14 実施要領 ９（2）
提出資料注釈

「②～⑤の提出資料は、記載の順番にひとつにまとめ提出してくだ
さい。」とありますが、提出様式（レール式クリアフォルダ、二穴フ
ラットファイル、ホチキス２ヶ所綴じなど）の指定はございますか。

提出様式の指定はございません。

鎌倉市環境基本計画等策定支援業務委託　公募型プロポーザルにおける質問事項回答

本プロポーザルの実施を公表した令
和７年（2025年）３月７日時点で、契
約が完了している実績を対象としま
す。
なお、契約はしているが上記時点まで

に完了していない実績については、実

施要領９（２）提出書類➁の中で示す

【記載内容】のうち、「・貴社の類似業
務における実績のポイント」に含めて
記載することを可とします。



15 実施要領 ９（2）
提出資料注釈

実施要領5ページ最終行に※②～⑤の提出資料へは事業者　や
事業者が特定できるような記述は行わないとありますが、様式5-
1、5-2に事業者名の記載欄があります。こちらは空欄でよろしい
でしょうか。若しくは、正副等で提出すべきでしょうか。

様式設定で記入を求めている箇所に
ついては、事業者名等を記載してくだ
さい。
様式で特に記載することを指定してい
る箇所・書類以外には、事業者名や事
業者が特定できるような記述を行わな
いでください(特に提案書等の様式の
指定のない書類にはご注意下さい)。

16 実施要領 ９（2）
提出資料注釈

実施要領5ページ②「仕様書を踏まえた業務内容提案書」の注
意事項において、※提案内容のほか、見積り金額、積算根拠、業
務工程表を末尾に含めるとありますが、提出資料③⑦に該当する
ということでよろしいでしょうか。その際、⑦見積書の部数が2部と
なっていますが、10部準備した方がよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。なお、見積書は
２部で構いません。

17 実施要領 ９（2）
提出資料注釈

実施要領6ページ2行目に※②～⑤の提出資料は、記載の順番に
ひとつにまとめ提出してくださいとありますが、⑥「配置予定者調
書」もまとめて提出という認識でよろしいでしょうか。

提出書類②～⑤につづいて、⑥、⑧の
順番でまとめて提出してください。

18 仕様書 ４ 計画策定の前提条件および
基本方針 (2) 計画統合の考え
方

仕様書 ４ 計画策定の前提条件および基本方針 (2) 計画統合の
考え方において、「これまで各計画中で示してきた実施事業の詳
細等は、本計画とは別に本業務内で整理することとする」との記
載がありますが、本業務内において実際に計画書に記載する内容

とは別途、各担当課が実施する個別事業の内容の具体検討を支
援するとの認識でよいでしょうか。

19 仕様書 ５ 業務内容 (6) 本計画素案の
作成および個別計画

仕様書 ５ 業務内容 (6) 本計画素案の作成および個別計画で必
要となる内容の整理において、「計画素案には含まないが個別計
画で必要となる具体的施策等の内容について、本計画とは別に
定める内容を整理する」との記載がありますが、本業務内におい
て実際に計画書に記載する内容とは別途、各担当課が実施する
個別事業の内容の具体検討を支援するとの認識でよいでしょう
か。また、その場合に、検討対象となる施策や事業等の件数はど
の程度をお見込みでしょうか。

20 仕様書 ５ 業務内容 (6) 本計画素案の
作成および個別計画

本業務内において実際に計画書に記載する内容とは別途、各担
当課が実施する個別事業の内容の具体検討を支援する必要が
ある場合、受託者が担う役割・業務内容が明示的にございました
ら、ご教示ください（例：過去の事業内容など各担当課が保有す
る既存情報の整理、各担当者が検討する今後の事業内容に関す
る課題整理、計画書に掲載するデータとは別に個別事業内容に
関するデータ整理や事例調査等の調査業務など）。

21 仕様書 ５ 業務内容 (3) 関連データの
取得整理と課題の抽出 、計画策
定の方向性の整理

仕様書 ５ 業務内容 (3) 関連データの取得整理と課題の抽出 、
計画策定の方向性の整理のうち、「ウ 市民等意識調査の実施と
結果の取りまとめ」において、「WEB調査e-kanagawa（オンライ
ン行政サービス）を利用できるものとする」との記載がありますが、
本業務において、e-kanagawa（オンライン行政サービス）以外の
WEB アンケートシステム（受託者が別途契約、利用するもの）を
用いることは可能でしょうか。

e-kanagawa（オンライン行政サービ
ス）以外のWEB アンケートシステム
（受託者が別途契約、利用するもの）
を用いることは可能です。

22 仕様書 5 業務内容(8)環境審議会の開

催支援

「本計画の内容を審議するために開催する鎌倉市環境審議会へ

の提出資料を作成し、会議に出席する。」とありますが、議事録の
作成は不要でしょうか。また、議事録作成の場合は、要点もしくは
全文でしょうか。

議事録の作成は不要です。

23 その他 - 第3 期鎌倉市環境基本計画・鎌倉市地球温暖化対策地域実行
計画 区域施策編 ・鎌倉市環境教育行動計画では、概要版は作
成していないとの認識で正しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

各担当課が実施する個別事業の具体
的検討については、まず本市において
各課照会・記載内容の確認等を行い
ます。そのうえで、受託者には個々の事

業等を本計画又は別に整理する資料
に記載する上での支援や提案をお願
いします。
具体的には、他自治体等における事例
調査や計画策定後に運用しやすい効
率的な進行管理手法等を念頭に、掲
載すべき事業等の取捨選択や新規提
案、計画内に含めるべき事業等と別に
整理すべき事業等の区分、別に整理
すべき事業等の整理手法等への提案
をいただくことなどを想定しています。
なお、各担当課の個別事業内容の詳
細な検討をお願いすることは想定して
いませんが、提案を拒むものではあり
ません。
また、検討対象となる施策や事業等の
件数は、現行計画をベースとして想定
しております。


